
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

消防機関向け投光器専用「直流電源装置」 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、火災現場で消防隊員が使用する特殊用途の投光器専用の直流電源装置

である。 

通常は消防自動車に積載され、使用時は交流１００Ｖ電源（主に発電機）に接続

して直流（２４Ｖ）に変換し、投光器を点灯させる。 

 電源ケーブルは、ポリアミド繊維の補強索を有し、緊急脱出時のロープ機能を兼

ねている。また、夜間の視認性向上のため、蓄光ストライプ入りの黄色特殊ケーブ

ル（５０ｍ）となっている。 

 

○構造、仕様、意匠 

消防機関が発行する仕様書に基づいて設計・製造される。 

 定 格：１００Ｖ 出力ＤＣ２４Ｖ、１００Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

消防機関 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品中、交流用電気機械器具の「直流電源装置」として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、交流１００Ｖ電源を直流２４Ｖに変換して出力するものであり、実態

上、用途は限定されるものの、特定の機械器具に組み込むために特別に設計・製作

されるものでなく、「直流電源装置」における「その他の特殊な構造のもの」に該

当しないことから、「直流電源装置」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 


